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・避難所運営マニュアルとは、避難所が
開設された際、
拠点運営を行うためのマニュアルです。

・もしもの時は、被災者である私達自身が
避難所の運営スタッフになります。

よって、４ブロックの自治会・町内会全員に理解を
していただく必要があります。

・避難所で生活する際の心得なども
書いてありますので必ず、ご一読ください。

震災時、七里ガ浜小学校に避難した人が
避難所の運営を行い、被災者を

受け入れます。

このマニュアルは４町内全員が
理解しておく必要があります。

■ 避難所 運営マニュアルとは
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(1) 避難所は、震災で家が倒壊・焼失・流失した場合の
避難生活の施設で、 地域の人々の安全を確保し、
生活再建を始めるための地域の拠点として機能する。

(2) 避難所は、地域のライフラインの復旧及び被災者の一定の生活が
出来るまでを 目処として設置し、復旧後は速やかに閉鎖する。

(3) 避難者への最低限の生活支援は公平に行う。
「災害時要援護支援者」とされる人々の生活支援や特別な
ニーズについては、個別に対応する。
なお、ここでいう災害時要援護者とは
「障害者、高齢者、乳幼児等、妊婦、けが・病気 の療養者」をいう。

「災害時要援護者」は、自力で避難することが困難なケース
が多いことから、優先的かつ効率的に救助することが重要となる。
そのため、各自治会・町内会で、日常的にその所在を確認し
運営委員会にその情報を提供できるようにする。

＊生活支援内容
① 生活場所の提供
② 水・食料及び物資の提供
③ トイレなどの衛生的環境の提供
④ 生活情報及び再建情報の提供

(4) 男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮する。

(5) 避難所では、避難者による自主運営を中心に生活の自立を原則とする。

(6) 避難所では、プライバシー保護に努める

(7) 遺体の受け入れは、原則として行わない。
（遺体収容場所は、鎌倉体育館、大船体育館である。）

(8)ペットの避難については、新設した項目を参考に遵守する。

(9)感染防止対応が必要な際は、特別な対応措置を講じる。

■ 避難所 基本原則
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【１】

避難所開設時の行動
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＜事前対策＞
（１）鍵の保管

拠点管理者（学校長）は、自主防災運営委員長及びミニ防災拠点班担当の市の職員と事前

に鍵の保管 ・管理方法について協議し、決定しておく。 また鍵が保有する者の到着が困難

な場合を想定し、破壊箇所の協議も行う。

（２）鍵の保管者リストは、下記「鍵の保管者リスト」により作成しておく。

＜開設時の行動＞
（１）開錠

鍵保管者により、拠点の開錠を行う。

（２）施設の点検及び安全確認

拠点管理者（学校長）とミニ防災拠点班職員（市職員）は、拠点となる学校施設について

「別表①：拠点開設時チェックリスト」を用いて、安全確認を行う。

（危険と判断した場合は立入禁止等の措置を講じ、鎌倉市災害対策本部の指示を

受けたうえで他の避難所へ避難者を誘導する。）

（３）ミニ防災拠点班職員（＝市職員）は、鎌倉市災害対策本部にミニ防災拠点

（＝鎌倉市における現地本部）を設置した旨を報告する。

（４）避難者を受け入れる。

七里ガ浜小学校 職員室

鎌倉市職員 （責任者・補助者）

鎌倉市 安全部総合防災課

①避難所を開設し、避難者を受け入れる
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避難所（＝鎌倉市災害対策本部における現地本部、ミニ防災拠点）

が開設され次第、拠点を運営するための
「避難所運営委員会」を速やかに設置する。

(1) 運営委員会の構成

①委員長
基本的は4ブロック自主防災委員会 会長とする。
会長不在の場合は、4ブロック自主防災委員会若しくは
自治会役員・町内会役員 から選出する。

②施設管理者
拠点が設置された学校の学校長とする。
学校長不在の場合は、総務班リーダーが兼務する。

③ミニ防災拠点班職員
災害時にミニ防災拠点に参集するよう鎌倉市より
指名されている市職員 。

(2) ミニ防災拠点 運営委員会の組織編成

ミニ防災拠点運営委員会の組織編成は、

・委員長（自主防災委員会から選出）＜１名＞
・副委員長（各自治・町内会長）
・施設管理者（基本は学校長、不在時は総務班長）＜１名＞
・専門班（避難者から選出）＜各班１０名程度＞
（総務担当・情報広報担当・救護担当・食糧物資担当）
・ペット班を新設し、３名程度が担当する。
・新型ウィルス感染防止対応時は「受付・誘導班」（4名程度）を設置する。
・ミニ防災拠点班職員（＝市職員）＜３名＞

とし、「別表②：ミニ防災拠点運営委員会名簿」を作成する。

②運営委員会を設置する
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副委員長

＜運営委員会：構成図＞

委員長 1名

施設管理者 1名
（学校長）

＊不在時は事務局長が兼務

ミニ防災拠点班職員
（鎌倉市職員）

＊ 鎌倉市災害対策本部 ＊

総務担当
（自主防災委員会上の呼称は事務局）

情報広報担当
（自主防災委員会上の呼称は管理情報班）

救護担当
（自主防災委員会上の呼称は消火救出班・救護班

避難誘導班・要援護者対策班）

食糧物資担当
（自主防災委員会上の呼称は給食給水物資班）

ペット担当班

8

（感染防止対応時）
総務担当内に受付・誘導担当を設置

改訂



【２】

避難所開設後の運営
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■ ミニ防災拠点の運営にあたり ①

＜運営委員会について＞

１）避難所運営委員会の班編成は、前述の総務班・情報広報班・救護班
食糧物資班・ペット班の５班で構成する。なお、感染防止対応が
必要な場合、総務班に受付・誘導担当を追加する。

２）避難者は、災害時要援護者・疾病を持つ者などを除き、
必ず何れかの班に所属する。
なお、班編成は、避難者の居住地・年齢・性別等により、市職員主導のもと行う。

３）市職員、自主防災組織、地域の各種団体、ボランティア等は、各班を統括する。

４）各班は、それぞれ、別表２の人数の主務者を選出し、班長・副班長を選出する。
主務者は、必要に応じローテーションする。

５）各班の主務者は、毎日定時に打ち合わせを行い、情報伝達・避難所運営に
関する事項の調整を行う。

６）主務者以外の班員は、必要に応じ、主務者をサポートする。

＜運営委員会の主な役割＞

１） 災害対策本部との連絡調整
２） 避難所生活における基本的なルール作りの支援
（食事、清掃、トイレ、ごみ等）

３） 避難者、避難世帯、食糧数など、災害対策本部への報告（定時連絡）
４） 必要物資に関する災害対策本部への連絡
５） 物資食糧の受け取り、管理、配布
６） 避難者への情報伝達
７） トラブルの防止と対応
８） 呼び出し、問い合わせへの対応
９） その他、庶務全般
10）避難所におけるペット飼い主への対応
11）感染防止対応が必要な場合の措置

①運営委員会について
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＜避難者対応の原則＞
・男女のニーズの違いに十分配慮し、対応する。

・プライバシーの保護に努める。

・多くのスペースに分散させないなど、施設の有効利用に努める。

（但し、感染防止対応が必要な場合は、密状態の回避や

感染対応スペース確保の必要性があるためこの限りではない。）

・収容予定人数を超過した場合は、余裕のある他の避難所へ依頼するか、

施設管理者と協議し当該避難所のどこかに受入れる。

・可能な限り、地震発生後直ちに避難所周辺の安全の確認をするとともに、

危険箇所にはロープを張るなどの措置を行うほか、状況により誘導員を配置し、

避難者の安全に努める。

・夜間においては、照明器具等を携行するなどして事故防止を図る。

＜要援護者の対応＞
・高齢者、病弱者、障害者、乳幼児を抱えた世帯などの要援護者には、

可能な限り専用の部屋を確保し、受入れる｡

・車椅子使用者、視覚障害者などには、生活に必要な設備が配慮された場所を

確保し、受入れる｡

・世帯で介護できない高齢者・障害者は、災害対策本部と調整を行ったうえ、

ニ次的避難所（社会福祉施設）に収容する

②避難者・要援護者への対応

11

改訂



＜傷病者の対応＞

①救護所が設置されている避難所

救護所スタッフに連絡し、対応を委ねる。

（→原則として救護所スタッフが傷病者の対応にあたる）

②救護所が設置されていない避難所

一時的な救護スペース（学校保健室等）をあらかじめ確保しておく。

軽傷の場合は、備蓄倉庫にある薬品等を使用し、処置を行う。

傷病の程度が軽度ではなく対応が困難と思われる場合は、

医療救護本部（市民健康班）に連絡し、指示を仰ぐ。

明らかに重傷・重病人で、緊急対応の必要がある場合は、救急車を

要請するとともに、医療救護本部（市民健康班）に連絡する。

ただし、震災当日などで救急車による搬送が難しいときは、

避難者等の協力を得るなど避難所で工夫して対応する。

＜遺体について＞
遺体の収容場所は、鎌倉体育館、大船体育館である。

一時収容が必要な場合は、施設管理者と協議する。

一時収容したときは、遺体収容担当者の到着までに、

死亡者の氏名、年令、性別、住所、遺族の連絡先及び搬送者の

氏名、搬送時刻、遺体のあった場所等のメモを遺体の上に置く。

③負傷者・遺体への対応
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④ペットの飼主 行動ルール(１)

＜避難所における飼主の行動ルール＞
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④ペットの飼主 行動ルール(２)
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【３】

運営委員会
班別の役割・行動
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（１）避難所の安全確保
応急的に避難所開設時チェックリスト（別表①前述）により安全を確認する。

（２） 防災資機材や備蓄品の確保
救出、救護に必要な資機材を点検し、操作方法等について確認する。

（３）避難所のレイアウトの設定

・被害状況、避難状況に見あった避難所のレイアウトを早期に設定し、
円滑な避難所運営に努める。

・原則として下記のようなに暫定的なレイアウトを尊重するが、
先着者が特に優位にならないよう配慮する。

・避難所での集団生活により、疲労やストレスがたまり、健康を害したり、
避難者同士がトラブル を起こすなど、避難生活の長期化に備え
パーテーションの設置などプライバシーの保護対策をとる。

・避難所内に更衣室や授乳室、ペット避難場所などを配置する。

（４）避難所内の整理・整頓・清掃のルール化

・避難住民の理解を得ながら秩序の維持に努める。また、必要に応じ、
避難者のうちから保安要員を選出し、避難所内のパトロールを行う。

・汚物の処理方法（バケツに水を汲んでトイレに入る。ビニール袋を使用した
処理など）や断水に伴う建物内のトイレ使用禁止など、
トイレの利用に関するルールを定める。

・ごみは、事前に集積場所を指定し、可燃物、不燃物、生ごみなどに分別し集積する。

（５）授業の早期再開

学校本来の教育活動に配慮し、早期の授業再開に協力する。

校舎

体育館

緊急車両進入路

救護所

①総務担当＝事務局
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■感染防止の観点から、特別レイアウト設定を行う。

感染防止対応時の
総務担当（＝事務局）の追加対応事項①
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発熱・体調不良者用
専用スペースの設置

（教室棟）
＊神奈川県ガイドライン③参照

滞在スぺ―スの
ソーシャルディスタンス

維持

（体育館）
＊神奈川県ガイドライン②参照

臨時診療
スペースの確保
（教室棟）

体調確認を行う
事前受付の設置
（体育館手前）
＊神奈川県ガイドライン④参照



■避難者に対し、事前受付時で
「健康状態チェックシート」（下記：参照）への記載を求め、
体調不良者を専用スペースへ誘導する。 （資料⑧にも添付）

感染防止対応時の
総務担当（＝事務局）の追加対応事項②
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（参考：全体レイアウト）
神奈川県ガイドライン①
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（参考：全体レイアウト）
岐阜県ガイドライン
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（参考：滞在スペース レイアウト）
神奈川県ガイドライン②
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（参考：体調不良者専用スペース レイアウト）
神奈川県ガイドライン③
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（参考：事前受付 レイアウト）
神奈川県ガイドライン④
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（１）地域の被害状況や安否情報の把握

・各自治、町内会ごとに避難してきた住民に避難者カード（別表③）への記入を求め
避難者の状況把握を行う。
（その際、退所時にも記入するよう促す）

・各自治会、町内会などの自主防災組織及び避難者から地域の被害状況を収集する。

・感染症発生時は、特別設置された「事前受付」で記載された
「健康状態チェックシート」を総務班（受付・誘導班）から受け取り
避難者における体調不良者の把握を行う。

（２）避難生活に必要な情報の提供

・各班や学校、災害対策本部等の関係機関と連携をとり、情報の一元化を図る。

・避難者に対し、掲示板等により情報を提供する。

・視覚障害者には点字による掲示や、トイレなどへの案内用ロープの設置等工夫する。

・外国人には英語などでの併記や通訳ボランティアの活用等、伝達方法に配慮する。

（３）地域の状況に応じた広報の実施

・各自治会、町内会などの自主防災組織と連携を取りながら、適切な避難誘導や混乱防止を
図るため、必要 に応じて地域住民へ広報活動を行う。

・避難所の備蓄倉庫にある自転車等を活用して情報を収集・伝達を行う。

（４） ボランティアの対応

・ボランティアの応援必要人数を調整し、災害対策本部へ派遣要請する。

・派遣されたボランティアは、避難所ボランティア受付表（別表④）に記載のうえ受入れる。

・業務内容を指示する。

②情報広報担当＝管理情報班
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（参考）新型コロナウィルス感染防止に向けた
避難所啓蒙ちらし

25

改訂



（１）消火救出と要援護者支援

・各自治会・町内会から提出された要援護者支援情報などをもとに
できる限り優先的、効率的に消火および救出支援を行う。

（２）救護所との連携

・手当てが必要な傷病者を救護所スタッフに連絡し、対応を委ねる。

・対応を委ねた傷病者は、避難者カード（別表④ 前述）に記載する。
（絆創膏の配布など、軽度な措置は省略）

（３） 応急救護所の設置

・避難者が軽度な負傷、疾病にかかった場合に備え、応救護所のほかに簡易な手当てができる
部屋、器具等を整備しておく必要がある。

・手当てをした傷病者は、避難者カード（別表③ 前述）の特記事項欄に記入するとともに、傷病
者リスト（別表⑤）に記載する。
（絆創膏の配布など、軽度な措置は省略）

（４）健康管理の指導

・うがい、手洗いの敢行を周知する。

・保健師は高齢者等の体調の変化に留意する。

（５）メンタルへルスへの対応

保健医療体制の枠組みの中で行う必要性があり、保健福祉事務所などと連携して対応する。

（６）ボランティアの協力体制

負傷者、病人への応急手当などは、看護師などの資格を有するボランティアの協力体制をつくり
対応する。

③救護担当

＝消火救出班・救護班・要援護者対策班
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（１）物資の管理、配布

・備蓄倉庫の物資、災害対策本部から搬送された物資などの管理、配布を
避難所物品 受払簿（別表⑥）により行う

・救援物資の受け渡しには、相当数の人員確保が必要になるため、
避難者やボランティアの協力を得る。

（２）食糧供給要請

避難者数、世帯数、食糧数を把握し災害対策本部へ報告する。

（３）生活用水の確保

市内４箇所にある循環型貯水槽、各配水池、学校のプール等から飲料・生活用水を確保する。
（七小 防災倉庫に設置の、「七里ガ浜小学校水の汲み取りマニュアル」参照）

（４）調理施設の有効利用

状況に応じて、災害対策本部と調整の上、学校の調理施設の有効利用を図る。

④食糧物資担当＝給食給水物資班
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感染防止対応時の
食糧・物資支給における留意事項

28
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⑤ペット飼主担当＝ペット班

避難所の形態、ペット 同行避難者及びペットの数、季節・ 気候等を考慮して、避難所（避難
所 敷地内）におけるペットの飼育スペー スや飼育方法を決定する。

飼育スペースの決定に当たっては、 ペットを飼育していない避難者との 動線が交わらないよ
う配慮すること したトラブルが発生しないよう配慮。（基本は校庭・校舎とする）

また、ペット避難時は、飼主が適正な飼育に努めるこ とが重要であり、避難所の管理者等 や
現地動物救護本部等は、その適正飼育を支援する。
犬は集団になると連鎖して 吠える習性を持つが、その状況下に限らず、犬と猫等の動物が
ひと所で生活することは、ストレスを増大さ せてしまう原因となるため、可能な 限り、犬と猫等
の動物は区分して飼 育できることが望ましい。

①ペットと一緒に避難した必要な場合は、次により対応する。

(ア) 大型犬などの場合

ロープなどでペットの避難場所をグランド等の適当な場所に確保し保護する。

(イ) 小型犬、猫などの場合

一般の避難者とは別の部屋（教室などの個室）に飼い主とともに避難させる。

この場合、専用の籠などに収容させることを義務づける。

②飼い主に、避難所ペット登録台帳（別表⑦）に記入してもらう。

校舎

体育館

緊急車両進入路

救護所ペット避難所

ペット避難所
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避難所開設時チェックリスト 
 

 

避 難 所 名  

チェック日時 平成   年   月   日  午前･午後   時   分 

チェック者名     

 

 

評 価 
施 設 名 区 分 

○ △ × 

主な確認事項 備 考 

躯体    

床    

天井    

窓枠    

出入り口    

亀裂の有無 

壁の崩落 

歪みの有無 
校舎・体育館 

窓ガラス    破損・飛散の有無 

 

防火扉    閉鎖の有無 
階 段 

非常階段    破損･崩落の有無 
 

備品調度品等    転倒・移動の有無 
教 室 

窓ガラス    破損・飛散の有無 
 

手洗い場 水道使用    断水の有無  

トイレ 水洗、扉等    断水、破損の有無  

備品調度品等    転倒・移動の有無 避難所として使用

する特殊教室等 窓ガラス    破損・飛散の有無 
 

体育・遊具施設    転倒・破損の有無 
校 庭 

グランド    亀裂・陥没の有無 
 

電気系統全般 使用状況    停電、利用の有無  

 

七里ガ浜小学校

別表① 避難所開設チェックリスト
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【様式２】 

 

現 地 本 部 名 簿 
（ミニ防災拠点運営委員会） 

 

避 難 所 名  

 

 

区 分 氏 名 所 属 (住 所 ) 電話番号 備 考 

責 任 者     

補 助 者     

ミ
ニ
防
災
拠
点
班
職
員 

補 助 者     

自主防災組織代表     

施設管理者     

班長     

副班長     

総

務

班 

 

 
    

10人程度      

班長     

副班長     

情

報

広

報

班 

 

 
    

８人程度      

班長     

副班長     

救

護

班 

 

 
    

2(6)人程度      

班長     

副班長     

食

糧

物

資

班 

 

 
    

避

難

者 

10人程度      

 

七里ガ浜小学校

別表② 避難所運営委員会名簿

ペット班
（３名程度）

改訂
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総務班内/
受付・誘導担当
（4名程度）



 

避 難 所 名  

最初に入所した日時 平成   年   月   日  午前･午後   時   分 

 

 

住 所  

電 話 番 号  

氏 名 続柄 性別 年齢 入所日時 退所日時 備考 

世帯主 
又 は 
代表者 

    
   月   日 

午前･午後 時  分  

   月    日 

午前･午後 時  分  
 

    
   月   日 

午前･午後 時  分  

   月    日 

午前･午後 時  分  
 

    
   月   日 

午前･午後 時  分  

   月    日 

午前･午後 時  分  
 

    
   月   日 

午前･午後 時  分  

   月    日 

午前･午後 時  分  
 

    
   月   日 

午前･午後 時  分  

   月    日 

午前･午後 時  分  
 

一

緒

に

避

難

し

た

人 
    

   月   日 

午前･午後 時  分  

   月    日 

午前･午後 時  分  
 

特記事項（傷病者等） 

 

別表③ 避難者カード

要援護者がいる場合、詳細記載
ペットがいる場合、詳細記載
感染防止の観点から持病・疾病がある場合は詳細記載

七里ガ浜小学校
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避 難 所 名  

受 付 日 時 平成   年   月   日  午前･午後   時   分 

 

 

ふりがな 

氏 名 ・ 性 別 
男・女  

生年月日・年齢 大正・昭和・平成   年   月   日       歳 

住所・電話番号 

℡   （  ）     

活 動 可 能 期 間    年   月   日 ～    年   月   日 

 

 資格・特殊技能等 

 

ボランティア経験の有無 有  ・  無 

（経験「有」の場合） 

   年  月  日～  年  月  日 

   年  月  日～  年  月  日 

   年  月  日～  年  月  日 

   年  月  日～  年  月  日 

 

活動内容・期間 

   年  月  日～  年  月  日 

 

別表④ ボランティア受付表

七里ガ浜小学校
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避 難 所 名  

 

 

氏名 住所 電話番号 

   

内容 措置日時 

 
   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  

備考（避難受付№）  搬送日時 

 
 
№ 

 
   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  

氏名 住所 電話番号 

   

内容 措置日時 

 
   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  

備考 搬送日時 

 
 
№ 

 
   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  

氏名 住所 電話番号 

   

内容 措置日時 

 
   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  

備考 搬送日時 

 
 
№ 

 
   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  

氏名 住所 電話番号 

   

内容 措置日時 

 
   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  

備考 搬送日時 

 
 
№ 

 
   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  

 

別表⑤ 負傷者リスト

七里ガ浜小学校

34



 

避 難 所 名  

 

 

受 入 在 庫 確 認 

品 名 

日 時 数量 日 時 残数 

備考 

 
   月   日 

午前･午後 時  分  
 

   月   日 

午前･午後 時  分  
  

 
   月   日 

午前･午後 時  分  
 

   月   日 

午前･午後 時  分  
  

 
   月   日 

午前･午後 時  分  
 

   月   日 

午前･午後 時  分  
  

 
   月   日 

午前･午後 時  分  
 

   月   日 

午前･午後 時  分  
  

 
   月   日 

午前･午後 時  分 
 

   月   日 

午前･午後 時  分 
  

 
   月   日 

午前･午後 時  分 
 

   月   日 

午前･午後 時  分 
  

 
   月   日 

午前･午後 時  分 
 

   月   日 

午前･午後 時  分 
  

 
   月   日 

午前･午後 時  分 
 

   月   日 

午前･午後 時  分 
  

 
   月   日 

午前･午後 時  分 
 

   月   日 

午前･午後 時  分 
  

 
   月   日 

午前･午後 時  分 
 

   月   日 

午前･午後 時  分 
  

 
   月   日 

午前･午後 時  分 
 

   月   日 

午前･午後 時  分 
  

 
   月   日 

午前･午後 時  分 
 

   月   日 

午前･午後 時  分 
  

 
   月   日 

午前･午後 時  分 
 

   月   日 

午前･午後 時  分 
  

 

別表⑥ 避難所物品受付簿

七里ガ浜小学校
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避 難 所 名  

 

 

飼育者氏名 住所 電話番号 

   

種類 性別 特徴（毛色等） 体格 

 オス  ・  メス   

名前 入所日時 退所日時 備考（避難受付№）  

 
 
№ 

 
   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  

   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  
 

飼育者氏名 住所 電話番号 

   

種類 性別 特徴（毛色等） 体格 

 オス  ・  メス   

名前 入所日時 退所日時 備考（避難受付№）  

 
 
№ 

 
   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  

   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  
 

飼育者氏名 住所 電話番号 

   

種類 性別 特徴（毛色等） 体格 

 オス  ・  メス   

名前 入所日時 退所日時 備考（避難受付№）  

 
 
№ 

 
   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  

   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  
 

飼育者氏名 住所 電話番号 

   

種類 性別 特徴（毛色等） 体格 

 オス  ・  メス   

名前 入所日時 退所日時 備考（避難受付№）  

 
 
№ 

 
   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  

   月    日 

午前 ･ 午後  時  分  
 

 

別表⑦ 避難所ペット登録台帳

七里ガ浜小学校
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別表⑧ 健康状態チェックシート
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救急処置マニュアル

平成２７年１０月版
（参考：消防庁資料）

七里ガ浜小学校ブロック自主防災委員会
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出血・火傷
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骨折
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ねんざ
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呼吸の確保
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ＡＥＤの使用方法
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